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 第 １ 号 

     令和４年度熊本県一般会計補正予算（第３号） 

    令和４年度熊本県の一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,498,548千円を追加し、歳入歳出予算 

の総額を歳入歳出それぞれ 915,145,568千円とする。 

  ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 

  算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

 第２条 債務負担行為の補正は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

 第３条 地方債の補正は、「第３表 地方債補正」による。 

 

   令和４年６月３日提出 

 

                                            熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算補正
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

歳 入

千円

1

3

1

1

2

負 担 金

国 庫 委 託 金

基 金 繰 入 金

繰 越 金

雑 入

3,236,064

2,605,264

59,775,791

167,205

10,263,206

164,152

192

51,284

1,019,182

44,583

3,400,216

2,605,456

59,827,075

1,186,387

10,307,789

2

3

4

5

1 分 担 金 及 び
負 　 担 　 金

国 庫 支 出 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

1

2

1 受 託 事 業

国 庫 負 担 金

国 庫 補 助 金

収 　 　 入

4,004,231

178,366,443

60,009,828

167,205

81,591,565

43,141,338

132,619,841

2,345,932

164,152

7,224,322

51,284

1,019,182

517,608

632,680

6,591,450

473,025

4,168,383

185,590,765

60,061,112

1,186,387

82,109,173

43,774,018

139,211,291

2,818,957

6 県 債 76,744,000 2,522,000 79,266,000
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

千円

1 県 債 76,744,000 2,522,000 79,266,000

903,647,020 11,498,548 915,145,568歳 入 合 計
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

歳 出

千円

1

2

3

2

議 会 費

企 画 費

生 活 保 護 費

環 境 衛 生 費

1,308,700

7,735,721

4,934,040

12,446,595

4,147

839,087

46,269

192

1,312,847

8,574,808

4,980,309

12,446,787

1

2

3

4

5 農 　 　 林

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

水 産 業 費

1

1

2

1

総 務 管 理 費

社 会 福 祉 費

児 童 福 祉 費

公 衆 衛 生 費

1,308,700

42,052,967

107,649,472

116,543,931

66,410,251

13,822,582

62,106,518

39,431,484

101,320,211

4,147

886,503

580,908

2,069,928

113,424

47,416

30,546

504,093

2,069,736

1,312,847

42,939,470

108,230,380

118,613,859

66,523,675

13,869,998

62,137,064

39,935,577

103,389,947

1 農 業 費 17,732,571 56,446 17,789,017
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

千円

3

2

4

1

1

農 地 費

工 鉱 業 費

都 市 計 画 費

警 察 管 理 費

教 育 総 務 費

22,745,568

7,032,206

4,969,709

35,698,446

33,151,761

54,978

231,462

138,100

7,986

314,805

22,800,546

7,263,668

5,107,809

35,706,432

33,466,566

6

7

8

9

商 工 費

土 木 費

警 察 費

教 育 費

2

1

2

3

1 道 　 　 　 路

畜 産 業 費

商 業 費

橋 り ょ う 費

河 川 海 岸 費

港 湾 費

80,361,187

84,360,746

40,023,458

139,285,133

2,198,759

71,553,065

36,977,217

32,732,551

4,997,368

785,996

6,734,700

7,986

314,805

2,000

554,534

5,339,302

213,121

1,044,177

81,147,183

91,095,446

40,031,444

139,599,938

2,200,759

72,107,599

42,316,519

32,945,672

6,041,545

10 災 害 復 旧 費 22,508,015 151 22,508,166
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

千円

1 民 生 災 害
復  旧  費 1,970,114 151 1,970,265

903,647,020 11,498,548 915,145,568歳 出 合 計



　　 第 2 表　債務負担行為補正

期　　  間 限 度 額 期　  　間 限 度 額

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 5 年度 589,830 　 令和 5 年度 589,952

　 令和 6 年度 569,566 　 令和 6 年度 569,688

　 令和 7 年度 568,445 　 令和 7 年度 568,567

　 令和 8 年度 567,759 　 令和 8 年度 567,881

　 令和 9 年度 386,931 　 令和 9 年度 387,012

　 令和10年度 83,301 　 令和10年度 83,301

　 令和11年度 14,205 　 令和11年度 14,205

7

千円 千円

事務機器等賃借
 令和 5 年度
 ～令和11年度 2,780,037

(補 正 前 に 同 じ)
 令和 5 年度
 ～令和11年度 2,780,606

　
　   変　　更

補　　正　　前 補　　正　　後

事　　　　　　 項 事　　　　　　 項



 

 

  第 3 表 地方債補正
 

    変  更 

起債の目的 
補      正      前 補      正      後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 
道路橋りょう
国庫補助事業費 

 
道路維持国庫 
補 助 事 業 費 

 
河 川 国 庫 
補 助 事 業 費 

 
砂 防 国 庫 
補 助 事 業 費 

 
港湾建設国庫 
補 助 事 業 費 

 
土地区画整理 
事 業 費 

 
老人福祉施設 
整 備 事 業 費 

 
単 県 道 路 
整 備 事 業 費 

 

千円 

 
5,720,000 

 
 

2,688,000 
 
 

1,860,000 
 
 

3,490,000 
 
 

330,000 
 
 

231,000 
 
 

40,000 
 
 

1,822,000 
 
 

（借入先） 

 財務省、地

方公共団体金 

融機構、会社、

その他 

（借入方法） 

 証書借入又

は証券発行（他

の地方公共団

体との共同発 

行を含む｡) 

（その他） 

 工事その他 

の都合により、 

一部又は全部

を翌年度以降

に繰り下げて

借り入れるこ

とができる。 

 発行価格が

額面金額を下

回るときは、

その発行差額

をうめるため

必要な金額を

加算した額を

限度額とする 

ことができる。 

 

年5.0％ 

以 内 

（ただし、 

利率見直 

し方式で 

借り入れ 

る資金に 

ついて、 

利率の見 

直しを行 

った後に 

おいては、 

当該見直 

し後の利 

率） 

据置期間を

含め30年以内 

 半年賦元利

均等償還又は

元金均等償還、

満期一括償還

等 

 ただし、県

財政の都合に

より、繰上償

還をなし、又

は借換えをす

ることができ

る。 

千円 

 
7,374,000 

 
 

3,204,000 
 
 

1,878,000 
 
 

3,493,000 
 
 

447,000 
 
 

287,000 
 
 

45,000 
 
 

1,975,000 
 
 
 

   

 
計 16,181,000  

 

 18,703,000 

   

19 

（補 正 前 に 同 じ） 
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